
裏面へつづく 

死亡に関連する届には以下のものがあります。詳しくは担当窓口におたずねください。 

Ｒ7． 12．2時点 

〈区役所総務部・保健福祉部、市税の窓口、北須磨支所市民課･保健福祉課〉 

項  目 説     明 届出期間 必 要 書 類 窓 口 

死 亡 届 

・届出先は、本籍地、死亡地、届出人

の所在地のいずれかの役所です。 

・届出人→同居の親族（同居人）その

他の親族等の順 

・受理されれば埋火葬許可証が交付さ

れます。 

・印鑑登録証は無効になります。 

・外国人の方は、在留カード又は特別

永住者証明書（旧外国人登録証明書

含）を出入国在留管理局に返納して

ください。（住所地の区役所でお預

かりすることも出来ます。） 

死亡の事実

を知った日

から 7 日以

内 

死亡届、印鑑（任意） 

市 民 課 

世帯主変更届 
・死亡された方が世帯主であった場合

に届け出が必要な場合があります。 

死亡の日か

ら14日以内 
本人確認書類 

国民健康保険の 

資 格 喪 失 届 

葬祭費の申請 

・「資格確認書」の返還が必要です。 

・葬祭を行った方（喪主）に葬祭費が

支給されます。（申請期限は葬祭を

行った日の翌日から２年間） 

( 資 格喪 失

届) 

死亡の日か

ら14日以内 

(葬祭費) 

お早めに 

・「資格確認書」（未返却の場合） 

・本人確認書類（申請者） 

・預金通帳等口座番号のわかるも

の 

・死亡を証明する書類 

（埋火葬許可証又は死亡診断書） 

・葬儀費用領収書又は会葬礼状等 

保険年金医療課 

国保年金係 

後期高齢者医療

の葬祭費の申請 

・資格確認書の返還が必要です。 

・葬祭を行った方（喪主）に葬祭費が

支給されます。 

（申請期限は葬祭を行った日の翌日

から２年間） 

お早めに 

・資格確認書（未返却の場合） 

・本人確認書類（申請者（喪主）、

委任する場合は委任者（喪主）

及び受任者） 

・預金通帳等口座番号のわかるも

の 

・葬儀費用領収書又は会葬礼状等 

介護医療係 

（後期高齢者医

療） 

 

 

 

年金の手続き 

 

被保険者 

受給者 

【老齢基礎年金、厚生年金の未支給年金、遺族厚生年金の請求、年金全般のお問合せ先】 

・ねんきんダイヤル(日本年金機構：TEL0570-05-1165、IP電話からは03-6700-1165) 

・各共済組合 

日本年金機

構（年金事務

所） 

・原則「死亡」の手続きは不要ですが、

以下の場合は手続きが必要です。 

①遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年

金を請求できる場合 

②死亡された方が受け取っていた、障

害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年

金の未支給を請求できる場合 

お早めに 

個々の状況により必要書類が異

なりますので事前にご確認くだ

さい。 

保険年金医療課 

国保年金係 

介護保険証の 

返 還 

・神戸市の保険証をお持ちの方は保険証を

お返しください。（郵送による返還可） 
お早めに 介護保険証 

介護医療係 

（介護保険） 

 

 

 



項  目 説    明 届出期間 必 要 書 類 窓  口 

医療費助成申請 

資格喪失届 

 

 

 

・医療費助成（高齢期移行者・こども・（高齢）重

度障害者・ひとり親家庭等）受給者が死亡され

た場合、届出が必要です。医療受給者証を合わ

せてご返却ください（オンライン申請可）。 

死 亡 の 日

から 14 日

以内 

各医療受給者証 

保険年金医療課 

介護医療係 

 

ひとり親家庭等 

医療費助成の申請 

 

・母子家庭の母・児童、父子家庭の父・児童

の医療費の自己負担金の一部を助成しま

す。 

（所得制限有）。 

お早めに 

・マイナ保険証・資格確

認書・資格情報のお知

らせのいずれか 

・・ひとり親家庭等である

ことを証明する書類

（戸籍謄本または児

童扶養手当証書） 

身体障害者手帳 

療育手帳の返還 

精神障害者保健福祉手帳 

・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保

健福祉手帳をお持ちの方が死亡された場

合、手帳原本をお返しください。 

お早めに 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

保健福祉課 

敬老優待乗車証（満

70歳以上）・ 

福祉乗車証の返還 

・敬老優待乗車証・福祉乗車証は個人にお渡

ししたものですので返還してください。 

・チャージ残額がある場合、払戻手続きが可

能。 

お早めに 
・敬老優待乗車証 

・福祉乗車証 
保健福祉課 

児童手当 

・受給者又は児童が死亡された場合に手続きが必

要です。 

※郵送手続きが可能です。郵送方法はHPをご確認

ください。（児童が死亡した場合のみ、オンライン

申請可能です。） 

・公務員の場合は勤務先で手続きしてください。 

お早めに 

受給者（受給者が亡くな

った場合は届出者）の本

人確認書類（運転免許証

等） 

受給者が亡くなった場

合のみ、児童の口座確認

書類 

保健福祉課 

こども福祉担当 

児童扶養手当 

【児童扶養手当を受給中の方】 

受給者又は児童が死亡された場合に手続きが

必要です。 

【児童扶養手当を受給していない方】 

児童（18歳到達後最初の3月31日まで）の父ま

たは母が死亡された場合は、児童扶養手当の申

請が可能ですのでご相談ください。 

お早めに 

個々の状況により他に

必要書類をお願いする

ことがあります。 

保健福祉課 

こども福祉担当 

市県民税 

固定資産税 

軽自動車税 

・死亡された方が市県民税・固定資産税・軽自動

車税を課税されている場合、相続人の代表者の

指定届出書の提出が必要です。 

・各区にあるTV電話による案内です。 

・下記【その他】もご確認ください。 

 

お早めに 戸籍等相続関係がわ

かる書類 

※相続人が子・配偶者の

場合を除く 

市税の窓口 
※兵庫区・北神

区・長田区・北須

磨支所・西区はTV

電話 

 

 

 

 



項  目 説    明 届出期間 必 要 書 類  

原動機付自転車 

小型特殊自動車 

廃車または名義変更の手続きが必要です。 

詳しくは「🔎神戸市 原付 申請」と検索のう

え、市 HP をご確認ください。 

お早めに 

原付などの申請ページ 

 

法人税務課 

（新長田合同庁舎） 

（☎ 078-647-9399） 

犬の登録 

犬の登録事項変更届（飼い主変更の手続き）

が必要です。新しい飼い主が手続きしてくだ

さい。 

変更日から 

30日以内 

詳しくは市HP「飼い犬

の登録と狂犬病予防注

射」をご確認ください。 

生活衛生ダイヤル 

078-771-7497 

手続きは住民登録をされている区役所・支所でしてください。 

東灘区☎841-4131 灘 区☎843-7001 中央区☎335-7511 兵庫区☎511-2111 北区☎593-1111 北神区☎981-5377 

長田区☎579-2311 須磨区☎731-4341 北須磨支所☎793-1212 垂水区☎708-5151 西区☎940-9501 

◆その他  法定相続人を公的に証明する「法定相続情報証明制度」は神戸地方法務局へご相談ください。 

相続登記義務化に伴う不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する以下の法務局へご相談ください。 

東灘区→東神戸出張所（☎451-7955） 灘区，中央区，兵庫区→本局（☎392-1821） 

北区→北出張所（☎594-3351）長田区，須磨区，垂水区→須磨出張所（☎794-2045） 西区→明石支局（☎912-5511） 


